
③ 介護報酬の解釈 ３ ＱＡ法令編 

［法令編］Ⅱ－⑵体制届出通知【P824】について，下記のとおり修正します（指定居宅サービスに要する費用

の額の算定に関する基準，指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準，指定施設サービス等に要する費用の

額の算定に関する基準，指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準，指定介護予防支援に要する費用の

額の算定に関する基準，指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点につい

て：平成 12 年３月８日老企第 41 号／修正箇所のみ抜粋掲載）。    ※【 】内は３ＱＡ法令編での掲載ページ数 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準，指定居宅介護支援に要する費用

の額の算定に関する基準，指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準，指

定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準，指定介護予防支援に要する費

用の額の算定に関する基準，指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基

準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴

う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について〔抄〕 

（平成12年３月８日老企第41号／最終改正；令和４年６月23日老高発0623第２号・老認発0623第１号・老老発第１号） 

※10 月施行となる令和４年改定による見直し部分を抜粋し，改正箇所に下線を付しています

第５ 体制状況一覧表の記載要領について

２ 訪問介護 

⑩ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については，

大臣基準告示第四号の三に該当する場合に，「あり」と記

載させること。 

３ 訪問入浴介護 

⑦ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。

７ 通所介護 

⑳ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。

８ 通所リハビリテーション 

⑲ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。

10 短期入所生活介護 

㉑ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

㉒ 介護老人福祉施設に係る届出をした場合で，「空床型」

を実施する場合は，②から④まで，⑦，⑧，⑩，⑫から

⑭まで及び⑯から㉑までについては内容が重複するの

で，届出は不要とすること。 

介護老人福祉施設にて日常生活継続支援加算に係る

届出をした場合で，短期入所生活介護における「空床型」

にてサービス提供体制強化加算を算定する場合は，「空

床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する旨の届

出を提出する必要がある。 

11 短期入所療養介護（介護老人保健施設型） 

⑲ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

⑳ 介護老人保健施設に係る届出をした場合は，③から⑩

まで及び⑫から⑲までについては内容が重複するので，

届出は不要とすること。

12 短期入所療養介護（病院療養型） 

⑱ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。

⑲ 「介護療養型医療施設」の「療養型」に係る届出をし

た場合は，③，④，⑤（介護支援専門員に係る届出を除

く。），⑥から⑨まで及び⑪から⑱までについては内容が

重複するので，届出は不要とすること。

13 短期入所療養介護（診療所型） 

⑮ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。

⑯ 「介護療養型医療施設」の「診療所型」に係る届出を

した場合は，②，④，⑥及び⑧から⑮までについては内

容が重複するので，届出は不要とすること。

14 短期入所療養介護（認知症疾患型） 

⑫ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。

⑬ 「介護療養型医療施設」の「認知症疾患型」に係る届

出をした場合は，③から⑤まで及び⑦から⑫までについ

ては内容が重複するので，届出は不要とすること。

15 短期入所療養介護（介護医療院型） 

⑰ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。

⑱ 「介護医療院」に係る届出をした場合は，②，③，④

（介護支援専門員に係る届出を除く。），⑤から⑦まで及
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び⑨から⑰までについては内容が重複するので，届出は

不要とすること。 

16 特定施設入居者生活介護 

⑱ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

17 特定施設入居者生活介護（短期利用型） 

⑨ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

⑩ 〔略〕 

19 介護福祉施設サービス 

㉟ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

20 介護老人保健施設 

㉙ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

21 介護療養型医療施設（病院療養型） 

㉕ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

22 介護療養型医療施設（診療所型） 

㉑ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

23 介護療養型医療施設（認知症疾患型） 

⑲ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

24 介護医療院 

㉕ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

25 介護予防訪問入浴介護 

⑦ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

29 介護予防通所リハビリテ－ション 

⑭ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

⑮ 〔略〕 

31 介護予防短期入所生活介護 

⑰ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

⑱・⑲ 〔略〕 

32 介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設型） 

⑰ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

⑱・⑲ 〔略〕 

33 介護予防短期入所療養介護（病院療養型） 

⑱ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

⑲・⑳ 〔略〕 

34 介護予防短期入所療養介護（診療所型） 

⑮ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

⑯・⑰ 〔略〕 

35 介護予防短期入所療養介護（認知症疾患型） 

⑫ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

⑬・⑭ 〔略〕 

36 介護予防短期入所療養介護（介護医療院型） 

⑯ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

⑰ 〔略〕 

37 介護予防特定施設入居者生活介護 

⑬ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪

問介護と同様であるので，２⑩を準用されたい。 

⑭ 〔略〕 

38 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

⑩ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については，

大臣基準告示第四八号の三に該当する場合に，「あり」と

記載させること。 

39 夜間対応型訪問介護 

⑨ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

40 地域密着型通所介護 

⑳ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

41 認知症対応型通所介護 

⑯ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

42 小規模多機能型居宅介護 

⑭ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

43 小規模多機能型居宅介護（短期利用型） 

⑦ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

⑧ 〔略〕 

44 認知症対応型共同生活介護 

⑯ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

45 認知症対応型共同生活介護（短期利用型） 
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⑪ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

⑫ 〔略〕 

46 地域密着型特定施設入居者生活介護 

⑰ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

47 地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用） 

⑦ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

48 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

㊲ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

49 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

⑱ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

50 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短期

利用型） 

⑦ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

⑧ 〔略〕 

51 介護予防認知症対応型通所介護 

⑮ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

⑯ 〔略〕 

52 介護予防小規模多機能型居宅介護 

⑪ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

⑫ 〔略〕 

53 介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用型） 

⑦ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

⑧ 〔略〕 

54 介護予防認知症対応型共同生活介護 

⑭ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

⑮ 〔略〕 

55 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用型） 

⑩ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，

38⑩を準用されたい。 

⑪ 〔略〕 

 

第６ 介護予防・日常生活支援総合事業の

取扱いについて 

⑶ 体制等状況一覧表の記載要領について 

２ 訪問型サ－ビス（独自） 

⑤ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，第

５の 38⑩を準用されたい。 

３ 通所型サービス（独自） 

⑭ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については定

期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので，第

５の 38⑩を準用されたい。 

 

 

※このほか，（別紙１）～（別紙１－４）を，次のように差し替える 
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